
平成２２年９月 
八王子市教育委員会 

 
  
保護者説明会、試食会などで今までに寄せられたご質問とその回答をまとめました。リー

フレットと併せてご覧ください。  
 
 
 
給食についてのご質問  

 
 
 

Ｑ．１ ご飯の量はどのくらいですか？ 
   大盛、小盛はできませんか？ 

Ａ．１  約２００ｇ（ご飯茶わん１．５杯分）です。 
   皆様から同じ金額の給食費をいただいていること、 

個別の対応が困難であることから、全員同じ量の提 
供になります。足りない方は、主食（おにぎりや 
パン）などを持参するなど、ご家庭のご協力をお 
願いいたします。 

 
 
 
 
 
 
Ｑ．２ 牛乳はビンと紙パックのどちらですか？ Ａ．２ 中学校給食の牛乳は、ビンになります。 

 
 
Ｑ．３ 牛乳をのぞいて申込めますか？ Ａ．３ 給食は、牛乳とセットでの提供になります。 

   アレルギーや乳糖不耐症など特別な事情があるお子 
様のみ、事前に申請をいただいた上で牛乳を除いて 
給食を提供します。 
小学校給食と同じように、成長期の身体を作るため、

牛乳を飲んでいただきたいと思います。 

 
 
 
 
 

牛乳を除いて申込んだ場合の１食分の給食費 

１食単価３００円から牛乳代金（毎年変わ

ります。）を引いた金額になります。 
※平成２２年度の牛乳代金は、約４７円です。 

 
 
 

Ｑ．４ アレルギー対応はできますか？ Ａ．４ 牛乳は、Ａ.３でお答えした牛乳アレルギー、乳糖 
不耐症など特別な事情があるお子様には、牛乳を除 
いて給食を提供することにより対応いたします。 
ご飯やパンなどの主食やおかずなどの副食は、除去

や代替など個々のきめ細かい対応が困難です。その

ためアレルギーに対応することができません。また、

アレルギー原因食品を含む給食の日を除いて申込み

たいというご要望もあるかと思いますが、１か月単

位の申込みで統一をさせていただいています。 
ご了承ください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

献立表には、以下のアレルギー原因食品の 
表示をします。 
【ホームページ】 
卵・牛乳・小麦・そば・ピーナッツ・エ

ビ・カニの表示義務７品目 
【配付する献立表】 
上記７品目とイカ・サバ・大豆・肉類・ 
果物など表示推奨１８品目 

Ａ．５ 召し上がるまでの保管状況によっては、食中毒の危

険がありますので、持ち帰りはしないでください。 

 
 
Ｑ．５ 給食や牛乳は持ち帰りできますか？ 
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Ａ．６ 旬の食材を取り入れ、お月見、冬至、クリスマスな

ど季節の行事に合わせた料理を取り入れています。 
 
 
 

Ｑ．６ 献立は季節や行事に応じた内容に 
   なりますか？ 

 
 
 

Ｑ．７ 土・日・祝日などにある学校行事の 
     日に給食はありますか？ 

Ａ．７ 土・日・祝日の学校行事の日については、給食の提 
供はありませんので、学校行事などで昼食が必要な場

合は、ご家庭からのお弁当となります。 

 
 
 
 

Ｑ．８ 地産地消はどのようにしてすすめ 
   ますか？ 

Ａ．８ 中学校給食では、小学校給食と同様に八王子市内の

地場農産物を使用した料理を提供しています。 
米、大根、きゅうり、ナスを年数回ずつ使用してい

ます。少しずつですが、使用できる種類を増やして

いきたいと考えています。 
 
 
 
 
 
 

Ｑ．９ 昼食時間が短いようですが、 
給食は、生徒が運びますか？ 

Ａ．９ 配膳室から各教室へは当番制等により生徒が運んで

います。給食時間や給食当番制などについて、本市

教育委員会から各中学校へ余裕のある給食時間の検

討をお願いしています。  
 
 
 
 

Ｑ．10 はしなどを忘れたときはどうしたら 
いいですか？ 

Ａ．10 はしなどを忘れた生徒のために各中学校に予備の

フォークを用意しています。ただし、予備には限り

があります。毎月の献立表に必要なものを明記しま

すので、はしなどを忘れずにお持ちください。  
 
 
申込みについてのご質問  

 
 
 

Ｑ．11 各用紙の配付方法は？ Ａ．11 払込用紙は、２２食分の６，７００円、８８食分の

２６，５００円の２種類を年２回に分けて配付して

います。利用者登録書、認証情報通知書、払込用紙

は学校からお子様を通じて保護者の皆様にお渡し

します。 
    マークシートによる申込みをご利用の場合は、中学

校設置の配付場所から必要枚数をお取りいただき

ます。 

 
 
 
 
 
 
 

Ａ．12 払込用紙 1枚が毎月の給食費ではありませんので、
残高が申し込む月の給食（又はミルク給食）回数分

の給食費より多ければ、毎月払い込む必要はありま

せん。逆にまとめて払い込みたい方は、約半年分の

給食費を２６，５００円の払込用紙で払い込むこと

も可能です。 

 
 
 

Ｑ．1２ 毎月、６７００円（２２食分）を 
払込むのですか？ 
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Ｑ．13 他市のコンビニエンスストアで 
払込むことはできませんか？ 

Ａ．13 払込用紙裏面記載のコンビニエンスストアであれ

ば、全国どの店舗でも払込みができます。 

 
Ａ．14 生徒１人ごとに、ＩＤとパスワードを配付します。

給食費の払込みと給食の申込みも個人ごとにお願い

します。 

 
 

Ｑ．14 子供が２人以上いる場合、給食費は 
     別に払込むのですか？ 

 
 

Ａ．15 残高は、中学校給食専用ホームページにアクセスす

ると個人ごとに確認することができます。 
    マークシートをご利用の場合は、申込確認書に残

高が記載されていますので、次回申込むまで大切

に保管してください。 

 
 

Ｑ．15 残高を調べることはできますか？ 

 
 
 
 

Ａ．16 食材の発注から納入までは、通常３日間程度の期間

を必要としますので、前月の締切期限までに 1 か
月単位での申込みをお願いします。 

 
 

Ｑ．16 当日、給食を申込めますか？ 

 
 

Ａ．17 給食、ミルク給食ともに原則１か月ごとの申込みに

なります。 
  ただし、毎月継続してご利用いただく方は、年間

申込（６月分から翌年５月分まで。３年生につい

ては翌年３月分まで）もできますので、別途申込

手続をお願いいたします。 

 
 
 

Ｑ．17 給食とミルク給食の申込みは 
１年間分まとめてできますか？ 

 
 
 
 
 
 
 
返金についてのご質問  

Ａ．18 風邪などによる急な欠席の場合、食材の発注が止 
められないため、給食を止める、返金をすること 
ができません。長期欠席など事前にわかっている

場合は、連絡を受けた後、食材発注の変更が可能

な日から給食を停止、返金します。 

 
 

Ｑ．18 欠席したら返金されますか？ 

 
 
 
 
 
 

Ｑ．19 返金、精算方法は？ Ａ．19 長期欠席など返金できる場合については、現金でお

返しするのではなく、返金額をシステム上の残高

に戻す方法になります。 
    卒業や市外への転校時等の精算については、シス

テム上の残高と同額をお返しします。 

 
 
 
 
 

3 



 
 
事業についてのご質問  

 
 
 
 

Ｑ．20 １食当たり３００円で給食ができ 
るのですか？ 

Ａ．20 保護者の皆様に負担していただく３００円は、牛乳

代金を含む食材費です。その他に調理、運搬、配送

などにかかる経費が給食を作るのに必要となりま

すが、この経費は学校給食法に基づき、市が負担し

ます。 
 
 
 
 
 
 

調理委託業者についてのご質問  

 
 
Ｑ．21 なぜ、市外の調理業者なのですか？ Ａ．21 調理委託業者は公募をし、市民の代表を含む業者選

定委員会で厳正に選定をしました。市内業者の応

募もありましたが、数千食の給食を衛生的に作る

ことができる調理業者がなく、結果的に市外業者

になりました。各調理委託業者については、八王

子市ホームページの学校教育情報内で掲載してい

ます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ｑ．22 調理委託業者のチェックはどの 
     ようにして行いますか？ 

Ａ．22 中学校給食担当栄養士３名を中心に、対応していま

す。定期的に、また抜き打ちで調理工場を巡回し、

食材の発注や衛生状態、調理、盛付、配送などが八

王子市が定める基準により行われているかをチェ

ックしています。 

 
 
 
 
 
 
 

Ｑ．23 天候や事故などで配送できない 
     場合の対応はありますか？ 

Ａ．23 各調理委託業者は、各中学校までの配送経路を事前

に確認して不測の事態にも対応できるよう考えて

いますが、それでも対応できない事態が起こった

際には、各調理委託業者が相互に協力して対応す

るような契約を結んでいます。 

 

 小学校在学中に中学校給食利用者登録が始まります。小学校を通じて利用者登録書を配付いた

しますので、皆様のご登録をお願いいたします。ご登録完了後に４月分申込用の給食費払込用

紙、４月分申込用のマークシートを配付します。 
お問い合わせは、学校教育部 学事課 中学校給食担当  

         ＴＥＬ ０４２－６２０－７３３１ ＦＡＸ ０４２－６２７－８８１１ 
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